
。 

差出有効期間
平成27年３月

 31日まで

柏支店承認
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料金受取人払郵便

柏市柏五丁目１０番１号 

柏市役所 

 
柏市 市民生活部 共生交流推進課 

柏市民公益活動促進基金担当 行 

郵 便 は が き 

★0600702 

 

あなたの想いを、託してください。 

柏市民公益活動促進基金 

（柏・愛らぶ基金） 

 ◆寄附の方法 

① 下のハガキに必要事項をご記入ください。 

  （電子申請フォームからも申出をすることができます） 

② ①のハガキを郵便ポストへ投函してください。 

③ 後日、担当課から納付書をお送りしますので、 

  お近くの指定金融機関等からお振り込みください。 

        

 お 問 合 せ 先 

詳細は市のホームページから→ 

 

 

発行/令和 7年 12 月 

差出有効期間 

2027 年 11 月

30 日まで 

[切手不要] 

料金受取人払郵便 

柏局承認 

１４３８ 

 

・柏市市民生活部共生交流推進課 
TEL．04-7167-0941  FAX．04-7165-7323 
柏市柏1丁目7番1-301号  

Day Oneタワー3階 パレット柏内 

・市民活動サポートコーナー（月曜定休） 

TEL．04-7163-1143  FAX．04-7163-1147 

柏市柏一丁目7番1-301号 DayOneタワー3階 パレット柏内 

Ｑ.確定申告に間に合わせるには？ 

その年の 12月 31日までに納付していただく必要
があります。申出書到着から納付書の送付まで，
約 1～2 週間お時間をいただきますので，12 月中
旬までにはお申し出ください。 
12 月中旬以降は，寄附金をご準備のうえ，窓口
でお手続きをしください。 

◆よくあるご質問 

Ｑ.一般寄附をするには？ 

柏市ふるさと寄附金申込書もしくは，ふるさと納
税ポータルサイトでのお申し込みとなります。 
詳細は QRコードよりご確認下さい。 

Ｑ.ワンストップ特例制度とは？ 

この制度は寄附をされた方が申請書を提出するこ
とによって、確定申告を行わなくても寄附に係る
税控除が受けられる制度です。 
ただし、以下の 2つの条件を全て満たす方が対象
です。 
 
 1.ふるさと納税以外で所得税の確定申告（住民 
   税の申告を含む。）を行う必要のない方 

 2.納税（寄附）先が計 5団体以内であること 

電子申請フォームはこちら→ 


